
国民年金保険料の後払い（追納）ができます
　国民年金保険料（以下、「保険料」）の免除・納付猶予や学生納付特例（以下、「免除
等」）の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合に比べて、将来受け
取る年金額が少なくなります。将来受け取る年金額を補うために、保険料を後から納付（追
納）することができます。

●申請方法
　国民年金保険料追納申込書を年金事務所に持参または郵送で提出してください。納付
書が届きますので期限内に納付してください。

c岐阜南年金事務所　☎273‐6161　／　住民課　☎388‐1115

学生納付特例制度は年度ごとの申請が必要です
　現在、学生納付特例の承認を受けていて、令和7年度学生納付特例を希望される方は
申請が必要です。令和7年4月以降に日本年金機構から送付される通知に記入して返送ま
たは学生証を持参し、年金事務所または役場住民課に申請書を提出してください。なお、令
和7年度分の受付開始は、令和7年4月からです。

●注意事項
・口座振替、クレジットでの納付はできません。
・追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間です。
・免除等が承認された期間のうち、原則古い期間からの納付になります。
・免除等を承認された期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場

合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。

第1回　笠松町議会臨時会議決結果（1月23日開会　同日閉会）
第1号　令和6年度笠松町一般会計補正予算

（専決第4号）の専決処分の承認
・次年度以降の巡回町民バス運行委託のた

めの予算措置
第2号　令和6年度笠松町一般会計補正予算

（第7号）
補正額 137,134,000円
補正後歳入歳出予算額 8,621,455,000円

［主な補正内容］
・巡回町民バスのダイヤ改正のための経費を

計上
・かさまつ応援割引クーポン券を発行するた

めの経費を計上
・住民税非課税世帯等に対する給付金を支

給するための経費を計上
・フェンス、ガードレール安全対策のための工

事費を計上
［すべて可決］

今、できること。

ごみ出しの時にはカラス対策を！

対策1 防鳥ネットを正しく利用しよう

　カラスは食べ残しの生ごみのほか、お菓子の袋に残
った脂などを狙って、集積所のごみを荒らします。
　荒らされるとごみが散乱し、悪臭がしたり景観を損ね、
収集作業にも支障が出ます。

　多くの町内会ではカラス除けネットを設置しています
が、ごみ袋がネットからはみだしていると、カラスに荒ら
されます。ごみは、ネットの中にしっかり納めましょう。

対策2 ごみ出しの時間を守ろう
　ごみが集積所に置かれている時間が長いほど、カラスによる被害を
受けやすくなります。ごみ出しの時間を守りましょう。

対策3 補助制度を利用して生ごみを減らそう
　カラスは、生ごみを見ています。食材はなるべく使い切り、食べ残しも少なくしましょう。
　野菜くずなどの生ごみを減量するには水切りが効果的であり、リサイクルして堆肥を作ることも
できます。
　町では、家庭の生ごみの自家処理を促進するため、生ごみ処理機などの購入費用を補助してい
ます。ぜひご利用ください。

c環境経済課　☎388‐1114

補助金額は、購入金額の70%以内です。
補助金の申請は、購入日から3か月以内又は3月末日のいずれか早い日までに！

ごみは回収日当日の朝7時～8時に出しましょう！

区　　分
生ごみ堆肥化容器
電気式生ごみ処理機
非電気式生ごみ処理機
ダンボールコンポスト　基材

ダンボールコンポスト　容器
ダンボール箱
その他

生ごみ水切り容器

限度額
5,000円
20,000円
10,000円
700円
300円
2,000円
3,000円

1世帯限度基数
2基
1基
1基
年間4基
年間4基
1基
1基

補助内容

Columnコラム ごみを減らしましょう
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